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環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

読
替
表

○

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
（

平
成
九
年
十
二
月
三
日
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

あ
：
読
替
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
る
部
分

：
今
回
の
改
正
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
部
分

（
第
二
十
一
条
関
係
）

読
替
後

読
替
前

（
方
法
書
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
意
見
の
提
出
期
間
）

（
方
法
書
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
意
見
の
提
出
期
間
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
期
間
を

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
期
間
を

定
め
た
と
き
は
、
港
湾
管
理
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
及
び

定
め
た
と
き
は
、
事
業
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
及
び
そ
の

そ
の
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


